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事業年度評価結果 中期目
中 期 目 標（第２期） 中 期 計 画（第２期） 中期目標期間（平成20年度～平成24年度）の実績報告 H20 H21 H22 H23 H24 標期間

の評価

第２ 業務運営の効率化に関する事項 第１ 業務運営の効率化に関する目標を達
成するためとるべき措置

１ 効率的な業務運営体制の確立 １ 効率的な業務運営体制の確立

（１）効率的な業務運営体制の確立 （１）効率的な業務運営体制の確立 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
4.00 4.12 4.00 4.00 4.00 4.02

提供するサービスの質を確保しつ ① 組織体制 【組織改正等】
つ、効率的かつ柔軟な組織編成を行 重度かつ高齢の知的障害者に対 組織改正にあたっては、効率的な業務運営、自立支援の取組、利用者の高齢化等に
うとともに、施設利用者の減少等に し、自立のための支援を先導的、総 応じた適切な支援、新たな政策課題に対する取組等を推進するため、柔軟に見直しを
応じた適正な人員の配置を行い、職 合的に行うため、柔軟に組織再編を 行った。
員の採用に当たっては資質の高い人 実施し、効率的かつ効果的な業務運 また、常勤職員数については、定年退職者の原則不補充などを実施し、平成２４年
材をより広く求めることができるよ 営に努める。 度末までに期首（２０年度当初）に比較して２０％削減する計画を着実に実施した。
う工夫すること。 なお、「簡素で効率的な政府を実
また、「簡素で効率的な政府を実 現するための行政改革の推進に関す 〔組織〕

現するための行政改革の推進に関す る法律」（平成１８年法律第４７号） ○平成２０年度
る法律」（平成１８年法律第４７号） 等を踏まえ、常勤職員数について、 ・内部統制・ガバナンス強化への取組として、法人事務局に「調査役（監査担当）」
等に基づく人員の削減、「経済財政 平成２４年度末 までに期首（２０ を新設。
運営と構造改革に関する基本方針２ 年度当初）に比較して２０％を削減 ・福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者への支援事業として、
００６」（平成１８年７月７日閣議 する。 地域支援部に「社会生活支援センター準備室」を新設。
決定）、「整理合理化計画」等を踏ま ・就労移行支援の実施に伴い、活動支援部に「就労移行係」を新設し、併せて活
えた給与体系及び給与水準の見直し 動支援部の組織・班編成・日中活動支援内容を見直し、活動支援棟のサテライト
を行うなど、人件費改革に引き続き （分場）を設置。
取り組むこと。 ・生活寮において、利用者及び職員の減少等を踏まえ、平成２１年１月から、複
さらに、給与水準について検証し、 数寮（２ヶ寮）を１人の寮長が統括する統合寮長制の試行実施（２か寮）。

これを維持する合理的理由がない場
合には給与水準の適正化に取り組む ○平成２１年度
とともに、その検証結果や取組状況 ・生活寮において、利用者及び職員の減少等を踏まえ、第３次寮再編を実施（１
を公表し、十分に国民の理解が得ら ９か寮→１７か寮）
れるものとすること。 ・複数寮（２か寮）を１人の寮長が統括する統合寮長制の試行実施を拡大して実

施（２か寮→６か寮）。
・利用者の高齢化及び障害の状況にあわせ日中活動の選択肢を広げるため、平成
２１年１２月から、活動支援Ⅰ係（６班）を一つに統合し、「活動支援班」とした。

○平成２２年度
・平成２２年１０月から、就労支援の充実を図るため、活動支援部を就労支援部
に改正し、併せて就労継続支援Ｂ型事業を開始し、生活介護利用者の日中活動業
務を所掌する活動支援課を生活支援部に組み入れた。
・平成２３年１月から、福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害
者への自立に向けた支援を提供するため、空き寮を活用して「自活訓練ホーム（定
員７名）」を試行的に開設。

○平成２３年度
・利用者への支援サービスの充実と効率的、効果的な業務運営を推進するため、
平成２３年４月１日に、法人事務局を利用者の支援サービス部門（事業企画局）
と管理運営部門（総務部）とに区別し、加えて、総合施設を利用者を直接支援す
る部門（生活支援部、就労支援部、地域支援部）の施設事業局に改組し、間接的
に支援する事業調整部を事業企画局に移管するなどの組織改正を行った。
なお、この改正により、矯正施設を退所した知的障害者の地域生活支援の充実

強化のために、自立に向けた専門的な支援と運営を行う「自活訓練ホーム（定員
７名）」の本格実施と当事業を所管する「社会生活支援課」を新設した。
・「法人事務局、総合施設、診療所」体制→「総務部、事業企画局、施設事業局、
診療所、監査室」体制

・第４次寮再編を実施（１７か寮→１６か寮）。
・「自活訓練ホーム」の本格実施、当事業を所管する「社会生活支援課」の新設。
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○平成２４年度
・利用者の減少等を踏まえ、第５次寮再編を実施（１６か寮→１５か寮）
・自立支援課８か寮において統合寮長制を実施
・平成２５年１月２１日付で政策評価・独立行政法人評価委員会から「勧告の
方向性」が示され、その中で地域移行等による施設利用者数の減少に応じ、
関係部門の体制の縮小を図ることとされたことから、施設事業局の内部組織
を３部（生活支援部、就労支援部、地域支援部）から２部（生活支援部、地
域支援部に集約する検討を行った。なお、就労支援部の業務は、地域支援部
就労支援課の業務とした（実施は平成２５年４月１日）。
・発達障害児を対象とする通所支援事業（児童発達支援事業＜定員10名＞、放
課後等デイサービス＜10名＞）を実施し、療育支援を行う体制整備のため、
「診療所」を「診療部」に改組し、療育支援を担当する「療育支援課」を新
設するとともに、「障害児通所支援センター」を開設する検討を行った（実施
は、平成２５年４月１日）。

〔人員〕
○平成２０年度期首（定員）２７９人 → 期末（現員）２５６人
○平成２１年度期首（定員）２７０人 → 期末（現員）２４６人
○平成２２年度期首（定員）２６０人 → 期末（現員）２３４人
○平成２３年度期首（定員）２４６人 → 期末（現員）２１５人
○平成２４年度期首（定員）２３５人 → 期末（現員）２２３人

② 人件費改革と給与水準の適正化 【人件費改革と給与水準の適正化】
ア 「経済財政運営と構造改革に関 平成２１年度から、国家公務員の給与構造改革を踏まえた、新しい国家公務員の給
する基本方針２００６」（平成１ 与体系に準拠した給与制度を導入し、俸給の引下げ等により人件費の縮減を図った。
８年７月７日閣議決定）や「整理 また、人事評価制度については、国家公務員の人事評価に準じた制度となるよう必
合理化計画」等に基づき、国家公 要な見直しを行うため、大規模施設等への聞き取り調査を実施するなど、試行的実施
務員の給与構造改革を踏まえた給 に向けて検討を進めた。
与体系の見直しを行う等、引き続
き人件費改革に取り組む。 ○平成２０年度 給与改定 なし（人事院勧告 給与水準の改定なし）
なお、給与の水準については、

国立のぞみの園の業務内容と国か ○平成２１年度 給与改定 △４．８％（人事院勧告 △０．３％）
らの財政支出の状況、同種の民間
施設等の状況などを踏まえ、給与 ○平成２２年度 給与改定 △０．１％（人事院勧告 △０．１％）
水準の適正化に取り組むととも
に、その検証結果や取組状況を公 ○平成２３年度 給与改定 △０．２３％（「国家公務員の給与の改定及び臨時特例
表し、十分に国民の理解が得られ に関する法律」（平成２４年法律第２号）のうち、人事院勧告に係る給与改定△０．
るものとする。 ２３％）

○平成２４年度 給与改定 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に
イ 法人の業務実績や職員の能力、 準じた給与の改定
勤務成績を適切に評価し、その結 （職務の級に応じて、△４．７７％、△７．７７％、
果等を役員報酬や職員給与に反映 △９．７７％とした）
させる。

③ 人事配置 【人事配置】
職員の能力と勤務成績を適切か 全国の障害者施設及び大学等に所属する者のうち、自閉症及び行動障害等への支援
つ厳正に評価した適材適所の人事 や行動援護、調査・研究、並びに福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的
配置を行うとともに、外部の関係 障害者への支援の質の向上を図るため、各分野の専門家を当法人の参事として招聘し、
機関との人事交流等を実施する。 各分野において、支援の充実の強化を図ったほか、高齢者支援、就労支援においては、

その専門家を講師として招聘し、現場での実践等において指導・助言を得て職員の支
援の向上を図った。

○平成２０年度 参事（自閉症・行動障害、行動援護、調査・研究）
○平成２１年度 参事（自閉症・行動障害、行動援護、調査・研究）

講師（高齢者支援）
○平成２２年度 参事（自閉症・行動障害、行動援護、調査・研究、触法関係）

講師（高齢者支援）
○平成２３年度 参事（行動援護、調査・研究、触法関係）

講師（高齢者支援、就労支援）
○平成２４年度 参事（行動援護、調査・研究、触法関係）

講師（高齢者支援、就労支援）
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（２）内部統制・ガバナンス強化への取 （２）内部統制・ガバナンス強化への取 Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ｂ
組 組 3.11 3.62 3.14 3.71 3.66 3.45

「整理合理化計画」に基づき、効 ① 内部統制の向上を図るための取組 【内部統制・ガバナンス強化への取組】
率的かつ的確な業務遂行を図るた 役職員の職務執行のあり方をはじ 平成２０年度に役職員で構成する「内部統制向上検討委員会」を設置し、会計監査
め、内部統制・ガバナンス強化に向 めとする内部統制について、その向 法人の協力の下、検討を行い、事業運営を阻害する「阻害要因一覧」を取りまとめ、
けた条件整備を図ること。 上を図るための検討を行い、具体的 平成２１年度及び２２年度においてその見直しを行った。

な取組状況を公表する。 阻害要因一覧に基づき、リスク対応計画を作成し、毎年度その取組状況の調査及び
評価を行った上で、リスク対応計画の見直しを行った。
また、内部統制の向上に関する役職員研修会を開催し、役職員への周知を図った

○平成２０年度
・内部統制向上検討委員会の設置・開催（３回）
・阻害要因一覧の作成（１１７項目）
・役職員研修会の開催（１日）

○平成２１年度
・内部統制向上検討委員会の開催（７回）
・阻害要因一覧の見直し（１１７項目→１０８項目）
・優先対応リスクの選定（①生活棟における支援・介護などの不備による利用者
の骨折、打撲、創傷など、②誤与薬の発生、③当事者意識の欠如）及びリスク
対応計画の作成

・リスク対応計画の取組状況の調査及び評価

○平成２２年度
・内部統制向上検討委員会の開催（５回）
・役職員研修会の開催（３日）
・阻害要因一覧の見直し（１０８項目→１１０項目）
・リスク対応計画の取組状況の調査及び評価
・リスク対応計画の見直し

○平成２３年度
・内部統制向上検討委員会の開催（３回）
・役職員研修会の開催（２日）
・リスク対応計画の取組状況の調査及び評価
・リスク対応計画の見直し

○平成２４年度
・内部統制向上検討委員会の開催（３回）
・役職員研修会の開催（２日）
・リスク対応計画の取組状況の調査及び評価
・リスク対応計画の見直し

② 内部進行管理の充実 【モニタリング】
各業務部門ごとに業務目標を設定 平成２０年度に、各部所の中堅職員（係長職相当）８人（平成２３年度から、組織

し、継続的に業務のモニタリングを 改正により９人）をモニターとして選出し、各部所の業務遂行状況を継続的にモニタ
行い業務の進行管理を行うことによ リングする仕組みを整備し、このモニターと役員及び各部所管理者による「モニタリ
り、計画的な業務遂行に努める。 ング評価会議」を毎年度４回開催した。

この会議において、各モニターからの評価項目ごとの進捗状況の報告等に基づき、
業務の進行管理を行った。
また、評価結果等については、広く職員に周知するなど、情報提供を行った。

③ リスク回避・軽減への取組 【利用者及び職員の健康・安全の確保】
国立のぞみの園の施設運営業務に 利用者及び職員の健康管理及び安全確保については、次のとおり実施した。

おいてリスク要因への徹底した対応
を図るため、施設利用者等に係る感 ○ 感染症対策委員会の開催
染症予防対策や事故防止対策、防災 インフルエンザやノロウイルスなどの感染症の未然の防止と万一発生した場合
対策について組織的な取り組みを進 の対策を講じるため、「感染症対策委員会」を毎年度、定期的に開催した。委員会
める。 の決定事項については、役職員に周知するなど、感染予防に努めた。

○ 健康診断の実施
施設利用者に対して、定期的に健康診断を実施したほか、がん検診についても

他の医療機関の協力を得て実施した。
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○ 事故防止への取組
・事故防止対策委員会を設置し、毎月第２木曜日に開催し、事故報告書やヒヤ
リハット体験報告書をもとに発生原因の分析、事故防止対策を検討した。検討
結果については、各部所に周知し、同じような事故が起こらないよう注意を喚
起した。
○平成２０年度
・事故発生状況 ５４件
・ヒヤリハット実績 １０３件

○平成２１年度
・事故発生状況 ５１件
・ヒヤリハット実績 ７３件

○平成２２年度
・事故発生状況 ４７件
・ヒヤリハット実績 ５０件

○平成２３年度
・事故発生状況 ６０件
・ヒヤリハット実績 ７９件

○平成２４年度
・事故発生状況 ４６件
・ヒヤリハット実績 ９６３件

・事故防止対策強化月間（２４年１１月）として、ヒヤリハット対策の重要性
について周知徹底するとともに、報告書の様式も簡潔にした結果、報告件数
が、対前年度比で大幅に増加した。

・施設利用者の高齢化に伴う機能低下や合併症の発症への対応策として、緊急
時に備えた「救命救急講習会」を定期的に開催し、職員の意識向上に努めた。
（「救急蘇生・AEDの使用方法」「窒息・誤嚥時の対応について」など）

・摂食・嚥下障害への対応として、外部の専門家を招聘し、指導・助言をいた
だき利用者に支援に努めた。

・座位維持への対応として、外部の専門家を招聘し、シーティング指導を受け、
利用者支援に努めた。

・事故防止及び緊急時での迅速な対応を図るため、離床センサーの設置及びAED
等を配置し設備整備を行った。

○ 防災対策
災害発生時において、施設利用者が迅速かつ的確に行動できるよう、毎年１０

月に安全防災訓練を実施したほか、各部所において定期的に避難訓練の実施をし
ている。
また、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災で、利用者の安全確保・

迅速な対応等について思い知らされ、特に車椅子利用者の避難・誘導等について、
検討を行い実践した。この取り組みについては、利用者移動支援（避難・誘導）
として、平成２４年度以降定期的に研修会を開催することとした。

④ 業務内容の情報開示 【業務内容の情報開示】
国立のぞみの園の運営状況や財務 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等に基づき、組織、業務及び財

状況、業務の遂行状況等について、 務に関する情報や、業務運営の状況に関する評価、監査の結果等の情報について、毎
国民にとって分かりやすいよう情報 年度、ホームページ等において公開したほか、広く情報提供に努めている調査・研究、
開示を行う。 セミナー等の業務内容を紹介するホームページの更新を毎年度行った。

平成２２年度には、①利用者、家族、関係者からの苦情等を受け付ける他、広く国
民（みなさまの声）からの要望に対しても受け付けるよう整備を図り、②職員から理
事長に対して、業務改善に繋がる提案、ムダ削減に関する提案等を直接できる仕組み
として「業務改善提案箱」を設置した。
平成２３年度には、公文書管理に関する法律の平成２３年４月１日施行に伴い、当

法人の文書管理に関する規程等の改正を行い、併せて法人文書ファイル簿を見直し、
ホームページに掲載した。
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⑤ 取組を有効に機能させるための監 【監査実施に係る条件整備】
査実施に係る条件整備 平成２０年４月に、法人内の監査関係の担当として、「調査役（監査担当）」を法人
随意契約の適正化等の効率的な業 事務局に新たに配置した。

務運営に向けた取組を有効に機能さ 平成２１年度からは、毎年度当初に策定した内部監査計画に基づき監査を実施し、
せるため、監事及び会計監査人から 監査結果については、理事長に報告するとともに当法人ホームページに掲載し、公表
の厳格な監査を受けることができる を行った。
よう、必要な条件整備を図る。 平成２３年４月には、法人内の内部監査を担当する部署として、「調査役（監査担当）」

を廃止し、新たに「監査室」を設置して、監査体制の充実を図った。

（３）業務運営の効率化に伴う経費節減 （３）業務運営の効率化に伴う経費節減 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ
3.44 3.87 3.85 3.71 4.50 3.87

一般管理費及び事業費等の経費 ① 経費の節減 【経費の節減】
（運営費交付金を充当するもの〈定 中期目標に基づく運営費交付金の 人員減や給与の見直しにより、人件費の縮減を行った。
年退職者に係る退職手当に相当する 節減目標を達成するため、常勤職員 また、物件費については、一般競争入札等の競争性の高い契約方式で行い、費用の
経費を除く〉）について、中期目標 数の縮減、給与体系・給与水準の適 縮減に努めた。
期間の最終年度（平成２４年度）の 正化、「随意契約見直し計画」（平成
額を、前中期目標期間の最終年度（平 １９年１２月策定）（以下、「随意契 ・運営費交付金について、平成１９年度に比して、平成２４年度までに、△８．１
成１９年度）と比べて２３％以上節 約見直し計画」という。）等に基づ 億円減（△３４．８％）させた。
減すること。 く合理化に取り組む。

（単位：百万円、人）
年度区分 人件費総額 職員数

平成１９年度 ２，４５０ ２６７
２０ ２，３３５ ２５６
２１ ２，０４８ ２４６
２２ １，９５８ ２３４
２３ １，８０８ ２１５
２４ １，５７７ ２２３

注 各年度の職員数は年度末の人数である。

② 運営費交付金以外の収入の確保 【運営費交付金以外の収入】
ア 地域のニーズを踏まえた多様な 地域の障害者のニーズに応じた障害福祉サービスの拡充、国、群馬県及び高崎市か
事業の実施や、施設・設備等の効 らの委託事業の実施、診療所における診療収入の確保及び実習料の徴収等を行い、収
率的な活用を引き続き検討し、事 入増を図った。
業収入の増加を図る。

○平成２０年度
・福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者への支援事業を開始
・就労移行支援事業を開始
・国の「障害者保健福祉推進事業」に応募し、調査研究事業を実施
・群馬県から「行動援護従業者養成研修実施事業」、「知的障害者（児）ホームヘ
ルパー養成基礎研修実施事業」を受託

・高崎市から「高崎市相談事業」を受託

○平成２１年度
・施設外の生活介護事業所「さんぽみち」を開所し、在宅の知的障害者を対象と
して通所利用者の新規開拓を行った。

・国の「障害者保健福祉推進事業」に応募し、調査研究事業を実施
・群馬県から「行動援護従業者養成研修実施事業」、「知的障害者（児）ホームヘ
ルパー養成基礎研修実施事業」を受託

・高崎市から「高崎市相談事業」を受託

○平成２２年度
・就労継続支援Ｂ型事業を開始
・国の「障害者保健福祉推進事業」に応募し、調査研究事業を実施
・群馬県から「行動援護従業者養成研修実施事業」、「知的障害者（児）ホームヘ
ルパー養成基礎研修実施事業」を受託

・高崎市から「高崎市相談支援事業」を受託
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○平成２３年度
・国の「社会福祉推進事業」に応募し、調査研究事業を実施
・群馬県から「行動援護従業者養成研修実施事業」、「知的障害者（児）ホームヘ
ルパー養成基礎研修実施事業」を受託

・高崎市から「高崎市相談支援事業」を受託

○平成２４年度
・国の「障害者総合福祉推進事業」、「社会福祉推進事業」に応募し、調査研究事
業を実施

・群馬県から「行動援護従業者養成研修実施事業」、「知的障害者（児）ホームヘ
ルパー養成基礎研修実施事業」を受託
・高崎市から「相談支援事業」、「虐待防止センター事業」を受託

イ 利用者負担を求めることができ 〔利用者負担〕
るサービスについて、社会一般情 施設利用者が負担する利用料（食費、光熱水費、洗濯費）について、直近の実績
勢を踏まえ適切な額の負担を求め を踏まえて適切な額の負担を求めた。
る。

〔セミナー参加者等への負担〕
研修等については、資料代等を含め参加費の負担を求めた。

〔実習の受入〕
福祉系大学等の学生、ホームヘルパー研修受講者等の各種養成機関からの実習を受

入れた。実習の受入に当たっては、適切な負担を求めた。(後掲)

２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利 ２ 効率的かつ効果的な施設・設備の利 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
用 用 3.00 3.50 3.85 3.71 4.16 3.64

既存の施設・設備を有効活用しつ 土地、建物等の資産について、資産
つ、効率的かつ効果的な業務運営を図 の利用頻度、本来業務に支障のない範
ること。 囲内での有効活用の可能性の観点か

ら、利用方法等の検討を行う。併せて、
老朽化等により不用となった建物の処
分等を検討する。

（１）施設利用者の状況を考慮した利用 【資産（土地・建物等）の利用・検討】
方法の検討 資産（土地・建物）利用検討委員会はのぞみの園が保有する資産（土地・建物）の
施設・設備等について、施設利用 実態を把握し、今後資産をどのように利用するかなどについて資産の効率的な利用を

者の減少や能力・障害の状況等に合 検討するものであり、構成委員は総務部長を筆頭に10名の役職員で構成される。
わせた見直しを図るなど、効率的か
つ効果的な利用を図る。

〔土地等の有効活用〕
○平成２０年
資産(土地・建物)の現状の報告を行うとともに、資産の効率化に関する事前ア

ンケートを基にして利・活用の方策を検討した。併せて、東京電力(株)送電線路
の架設に伴う鉄塔敷地の賃貸借契約や線下補償契約の追認を行った。

○平成２１年度
賃貸で行っていた「ケアホームおおいし」について、今般の火災等を踏まえ、

賃貸ではこれ以上の対応が難しいことから、既存ＧＨを買い上げ、内部改修工事
を行い使用することで､安全・安心が図れることから購入を決定したことについて
報告及び旧独身寮・旧管理事務所解体に伴う跡地の活用、旧洗濯センター空室の
活用、職員宿舎の利用と整備等について検討した。
なお、旧管理事務所跡地については、不動産鑑定士により評価を行ったが、結

果としては市街化調整区域､宅地造成工事規制区域、砂防指定地、埋蔵文化財包蔵
地であり、売却は非常に難しい状況である。

○平成２２年度
外部の有識者（高崎市保険福祉部長、国立のぞみの園保護者会会長、乗附公民館

館長・乗附町（３）区長）３名を招聘し、保有資産の管理・運用等について意見を
聴取した。結果、地域住民の意見を聞くなどして、引き続き、一層の地域開放を行
うよう提言を受けた。
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○平成２３年度
旧管理棟跡地の石等を撤去し、使用可能な状態に整備して引き続き地域開放を行

うよう提言を受けた。
なお、旧洗濯センター（倉庫）跡地を、平成２４年度以降の新規事業に活用する

ことを検討した。

○平成２４年度
資産利用検討委員会の検討結果を踏まえ、旧管理棟跡地を整地し、利用者の日中

活動の場や、地域交流の場として活用するとともに、休日等に地域住民に開放し、
その有効活用を図った。
また、旧洗濯センター跡地に、障害児通所支援センターれいんぼ～の開設に向け

て準備を行った。

〔寮再編成と空き寮の活用〕
施設利用者の高齢化や重度化等が顕著となり、そのニーズの対応した適切なサービ

スの提供と地域移行者等による施設利用者の減少に鑑み寮再編成を実施しするととも
に空き寮の活用を図った。

○平成２０年度 空き寮３棟を活動支援棟のサテライトとして活用
○平成２１年度 第３次寮再編成実施 ５か寮を閉寮、３か寮を新設
○平成２２年度 サテライトのトイレ改修、緩衝材の設置
○平成２３年度 第４次寮再編成実施 １か寮を閉寮
○平成２４年度 第５次寮再編成実施 １か寮を閉寮

空き寮を活動支援棟の新たなサテライトとして活用
・平成２３年４月より空き寮となった３棟及び富士会館等を東日本大震災（原発
による避難）で避難を余儀なくされた被災施設（社福）友愛会に同施設利用者の
居住の場・日中活動の場として提供をしている。

（２）地域の社会資源・公共財としての
活用

① 診療所の機能の活用 【診療所の活用】
診療所の機能を活用して、地域の 診療所は、有床の保険医療機関（注：平成７年１０月に保険医療機関の指定を受け、

知的障害者等に医療を提供する。 平成１４年１月には有床診療所として許可を受ける。）として、入所利用者を中心に医
療を提供を行ってきた。
特に、心理相談（外来）については、平成２１年度より精神科外来との連携を強化

し、同年１０月より家族心理教育のグループセッション（えすぽわ～る）を開始した。

② 福祉関係者等への活動の場として 【福祉関係者等の活動利用】
の活用
施設・設備等について、福祉関係 〔ボランティアの受入〕

者、ボランティア等の活動の場に提 平成２０年度に当施設のフィールドを活かした多様なボランティアメニューの再編
供するなど、一層の利用促進を図る。 成に向けた検討を行い、平成２１年３月に整備してホームページで公表した。

<ボランティアの受入状況>(後掲:ボランティアの養成)

〔地域住民等との交流〕
○ 地元地域の商店街の書店より、フリースペースの提供を受け、利用者が制作し
た作品を「みんなの作品展」と称し、広く地域住民に公開し、地域との交流が図
られた。
・平成２１年度 平成２２年１月 ９日～１月３０日 来場者 ８０人
・平成２２年度 平成２３年１月１１日～１月２９日 来場者 ９８人
・平成２３年度 平成２４年１月１０日～１月２８日 来場者 ５２人

○ 地域生活体験ホーム利用者及びケアホーム入居者は、地域住民として高崎市乗
附小学校区・片岡小学校区の町民運動会、ソフトバレーバール大会、芸能祭に招
待されたほか、各町内会の清掃日、花見、どんどん焼きなどの行事にも参加し、
交流を深めた。

○ 平成２３年６月１５日地域生活体験ホーム「くるん」において、入所利用者が
制作した作品の展示即売会を開催し、地域住民との交流を図るとともに、平成２
４年２月１１日から１２日に開催された地元「乗附公民館文化祭」にも利用者の
作品を出展し地元住民に展覧した。
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○ 平成２４年６月２７日 「地域生活体験ホームくるん」において、入所利用者
が制作した作品の展示即売会を開催し、地域住民との交流を図るとともに、平成
２５年２月９日から１０日に開催された地元「乗附公民館文化祭」にも利用者の
作品を出展し地元住民に展覧した。
また、市街地に設置した生活介護事業所「さんぽみち」では、地域住民を対象

として交流会を実施し、約１００人を招いた。

○ 地域住民等との交流及び障害者への理解を深めていただくこととを目的に、「の
ぞみの園ふれあいフェスティバル」を開催し、各種イベントや、利用者の作品展
示及び施設内の見学等を実施し、交流の機会を持つことに努めた。
・平成２０年度 来場者数 １，９３８人
・平成２１年度 来場者数 １，８９７人
・平成２２年度 来場者数 １，８９９人
・平成２３年度 来場者数 １，７４２人
・平成２４年度 来場者数 ２，１２４人

○ 平成２３年４月２３日、被災施設（友愛会）の受入れに際し、地元住民と入所
利用者で激励会を開催し、交流を深めた。

３ 合理化の推進 ３ 合理化の推進 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
3.11 3.50 3.85 3.71 4.00 3.63

契約は、原則として一般競争入札等 重度かつ高齢の知的障害者という施
によるものとし、以下の取組により、 設利用者の特性を十分考慮しながら、
随意契約の適正化を推進すること。 契約は原則として一般競争入札等によ

るものとし、以下の取組により、随意
契約の適正化を推進する。

① 「整理合理化計画」に基づき、国 ① 「整理合理化計画」に基づき、国 【契約の見直し】
立のぞみの園において策定した「随 立のぞみの園において策定した「随 「随意契約等見直し計画」に基づく取組を着実に実施するため、入札案件について、
意契約見直し計画」（平成１９年１ 意契約見直し計画」の取組を着実に 一般競争入札等の競争性の高い契約方式で実施した。
２月）の取組を着実に実施するとと 実施するとともに、その取組状況を なお、会計規程第３３条の２に基づき、該当する契約（予定価格が１００万円を超
もに、その取組状況を公表すること。 公表する。 える契約）については、のぞみの園ホームページに掲載し、公表した。

・契約に占める競争入札、随意及びプロポーザル契約による契約の割合の推移
（単位：％）

競争化した契約
年度区分 競争入札 ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ 計 随意契約

平成２０年度 ６６．７ ３．７ ７０．４ ２９．６
２１ ７８．６ ４．８ ８３．４ １６．６
２２ ８１．６ ２．６ ８４．２ １５．８
２３ ７３．９ ４．４ ７８．３ ２１．７
２４ ７１．８ ２．６ ７４．４ ２５．６

※上下水道料金等の公共料金を除いた契約で算出

② 一般競争入札等により契約を行う ② 一般競争入札等により契約を行う ○ 「一者応札・一者応募に係る改善方策について」（平成２１年７月２４日付）に基
場合であっても、特に企画競争や公 場合であっても、特に企画競争や公 づき、競争性、透明性が確保できるよう努めた。
募を行う場合には、競争性、透明性 募を行う場合には、競争性、透明性
が十分に確保される方法により実施 が十分に確保される方法により実施
すること。 する。

③ 監事及び会計監査人による監査に ③ 監事及び会計監査人による監査に ○ 監事監査・内部監査において、会計規程第３１条、第３２条及び第３３条の規定
おいて、入札・契約の適正な実施に おいて、入札・契約の適正な実施に に基づいた入札・契約が適正に実施されているか、関係書類等の内容のチェックを
ついて徹底的なチェックを受けるこ ついて徹底的なチェックを受ける。 受けた。その際、随意契約等見直し計画の実施状況についてのチェックも受けたが、
と。 いずれも問題となる指摘はなかった。
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第３ 国民に対して提供するサービスその 第２ 国民に対して提供するサービスその
他の業務の質の向上に関する事項 他の業務の質の向上に関する目標を達
通則法第２９条第２項第３号の国民 成するためとるべき措置

に対して提供するサービスその他の業
務の質の向上に関する事項は、次のと
おりとする。

１ 自立支援のための取組 １ 自立支援のための取組 Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ
（施設利用者の地域移行のスピードアップ） 4.66 4.25 4.71 4.14 4.16 4.38

（１）重度知的障害者のモデル的な支援 重度の知的障害者に対する先導的か
を行うことにより、施設利用者の地 つ総合的な支援の提供等を目的とする
域への移行を積極的に推進し、施設 国立の施設であることを踏まえ、次の
利用者数について、独立行政法人移 取組を行うことにより、重度かつ高齢
行時（平成１５年１０月）と比較し の知的障害者の自立に向けたモデル的
て、３割縮減すること。 な支援の確立に努めるとともに、他の

知的障害関係施設等に対し、これらの
知的障害者に対する支援方法等のモデ
ルを提供する。

（１）地域移行に向けた取組 【地域移行に向けた取組】
中期目標に基づき、より多くの地 ○ 施設利用者の地域移行のスピードアップ

域移行の実現に向けて、地域移行の 地域移行への取組は、丁寧かつきめ細かく計画的に進めた。
取組を丁寧かつきめ細かく進める。 地域移行の推進に向けて、具体的かつ重点的に取り組むため、平成１８年度に設

置した役職員から構成される「地域移行スピードアップチーム」における検討を継
続し、実効性のある事業等を企画し実行した。

・地域移行の実績（第１期中期目標期間合計４４人）
平成２０年度 ２４人
平成２１年度 ２１人
平成２２年度 ２２人
平成２３年度 ２１人（第１期との合計１３２人）
平成２４年度 １８人（小計１０６人）（第１期との合計１５０人）

＜地域移行者の状況＞
区 分 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

男 性 １４人 １３人 １１人 １５人 １２人
女 性 １０人 ８人 １１人 ６人 ６人
移行先都道府県 １都１０県 １都１１県 １都１４県 １都１道７県 ７県
年 齢（平均） ５７．５歳 ５６．２歳 ５９．８歳 ５６．０歳 ５２．１歳
在籍年数（平均） ３３年６か月 ３２年６か月 ３５年５か月 ３２年７か月 ２４年５か月

＜地域移行した者についての重度者の割合＞

平成２０年度 平成２1年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度
割 合 割 合 割 合 割 合 割 合

人数 人数 人数 人数 人数
非該当 0人 0.0％ 2人 9.5％ 0人 0.0％ 0人 0.0％ 0人 0.0％
区分１ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
区分２ 0 0.0 1 4.8 1 4.5 2 9.5 2 11.1
区分３ 6 25.0 2 9.5 1 4.5 2 9.5 2 11.1
区分４ 9 37.5 3 14.3 5 22.7 4 19.1 3 16.7
区分５ 5 20.8 9 42.9 10 45.6 8 38.1 7 38.9
区分６ 4 16.7 4 19.0 5 22.7 5 23.8 4 22.2
合 計 24人 100.0％ 21人 100.0％ 22人 100.0％ 21人 100.0％ 18人 100.0％
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１ 自立支援のための取組 １ 自立支援のための取組 Ｓ Ｓ Ｓ Ａ Ａ Ａ
（本人及び保護者の同意を得るための取組） 4.55 4.75 4.57 3.85 3.66 4.27

① 実施計画の作成と実践 【同意をとるための取組】
厚生労働省、関係地方自治体及び ○ 保護者会総会や各寮毎に行われる保護者懇談会及び保護者の面会のための来園

事業所等の協力のもと、施設利用者 の機会を利用して、地域移行の取組みの状況等を説明を行った。また説明の際に
一人ひとりについて、次により地域 は、視覚で地域での生活を保護者に理解していただくため、既に地域移行した者
移行に取り組むこととする。 の生活の様子を撮影した写真を編集したDVDを作成し活用した。

また、地域移行した者を紹介する「のぞみの園地域移行通信」を年６回発行し、
ア 本人及び保護者等家族への説明 各生活寮で行う広報誌の送付に同封することにより、保護者全員に配布した。
と同意の確保 さらに、各生活寮において、面会等の来園する機会が少ない家族に対して、家

庭訪問等を行い、地域移行に関しての説明を行う取組を生活支援部と地域支援部
イ 地域移行に向けた個別支援計画 等との連携強化を図りながら行った。
に基づく生活・日中活動に関する ＜同意を得ている者の状況＞
個別支援の提供や、地域生活体験 ・平成２０年度 男性 １４人 女性 ９人 計２３人
の実施 ・平成２１年度 男性 １７人 女性 １５人 計３２人

・平成２２年度 男性 ２６人 女性 １３人 計３９人
・平成２３年度 男性 ２４人 女性 １９人 計４３人
・平成２４年度 男性 ２７人 女性 １８人 計４５人

＜保護者懇談会実施状況＞
平成２０年度

・実施寮 ２２か寮
・参加家族数 ２４６家族
・出席者数 ３６３人

平成２１年度
・実施寮 １９か寮
・参加家族数 ２２２家族
・出席者数 ３３５人

平成２２年度
・実施寮 １８か寮
・参加家族数 ２０８家族
・出席者数 ３１９人

平成２３年度
・実施寮 １７か寮
・参加家族数 １９２家族
・出席者数 ２９３人

平成２４年度
・実施数 １６か寮
・参加家族数 １３３家族
・出席者数 ２００人

＜新たに地域移行の同意を得られた数＞
・平成２０年度 同意者数 ２９人 （４人）
・平成２１年度 同意者数 ３２人 （２人）
・平成２２年度 同意者数 ３３人 （３人）
・平成２３年度 同意者数 ２５人 （１人）
・平成２４年度 同意者数 ２５人 （１人）

※（ ）数字は、同意を得られた者で、疾病や死亡等で地域移行を断念した者の、
うち数である。

【保護者の地域移行に対するアンケート調査】
平成２２年度に保護者を対象とした地域移行に関わるアンケート調査を実施した。

以前と比較すると、保護者の地域移行に関する理解は徐々に深まっていることがわか
った。一方で我が子の問題としては依然考えていない保護者が多かった。
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・地域移行の考え方について （％）
平成１５年度 平成１８年度 平成２２年度

大切なことだ １２．２ ８．４ ８．２
やむを得ないことだ ３６．３ ４６．８ ５２．４
よくわからない １５．８ ２６．５ ２６．８
やるべきではない ３１．１ １２．５ １０．４
無回答 ４．６ ５．８ ２．２

・地域移行することについて考えたことがあるか （％）
平成１５年度 平成１８年度 平成２２年度

ある ８．８ ７．８ １７．１
ない ８７．０ ６８．５ ７７．３
よくわからない ２．３ ２１．７ ４．８
無回答 １．８ １．９ ０．７

【宿泊体験、地域生活体験等の提供】
地域生活への移行が円滑に行えるよう、施設利用者の状況に応じて地域生活体験ホ

ームにおける宿泊体験や地域生活体験を実施した。

＜地域生活体験ホームでの段階的実施体制について＞
種 別 名 称 場 所 勤務体制

第１段階 宿泊体験 地域生活体験ホーム「くるん」 施設外法人所有 夜勤制
第２段階 地域生活体験 地域生活体験ホーム「あおぞら」 施設内職員宿舎 宿直制
第３段階 地域生活体験 地域生活体験ホーム「ひじり」 施設外一般住宅 宿直制
（※１）宿泊体験の実施

地域生活体験ホームにおいて、施設利用者の状況に合わせた短期（１～１カ月
未満）の宿泊体験を行った。また、身体介護が必要な者のために、地域生活を体
験するために必要な支援体制（重介護型）を検証することを目的に当該体験ホー
ムにおいて、宿泊体験を実施した。

（※２）地域生活体験ホームの廃止及び開設
平成２４年度内に「ひじり」及び「あおぞら」を廃止、平成２５年度開設の自

閉症対応型「うぐいす」の開設準備を進めた。

＜地域生活体験ホームでの宿泊体験の実施状況＞
体験方法 一般型宿泊体験 重介護型宿泊体験

実人数 延べ人数 延べ日数 実人数 延べ人数 延べ日数
平成２０年度 ６２人 ７９人 ４９２日 ２人 ６人 ４５日
平成２１年度 ２７人 ４２人 ３９３日 ３人 １３人 ２６３日
平成２２年度 ２７人 ４２人 ２２日 ８人 １０人 ２２日
平成２３年度 ４７人 ６５人 ４５６日 ６人 １２人 ４１日
平成２４年度 １３人 ２３人 １１４日 １人 ３人 １１日

計 １７６人 ２５１人 １４７７日 ２０人 ４４人 ３８２日
（※２）地域生活体験

施設利用者に対して、地域での生活に近い生活環境での地域生活体験（１ヶ月
以上）を実施した。

○ 具体的に地域移行を予定する者に対しては、移行先の事業所の見学や現地での
宿泊体験を実施した。

＜移行予定事業所の見学、宿泊体験状況＞
対象者 見学 宿泊体験

平成２０年度 ２９人 １７人 ９人
平成２１年度 １９人 ２１人 １９人
平成２２年度 ３６人 ３１人 １２人
平成２３年度 ３１人 ２９人 １９人
平成２４年度 ２９人 ２５人 ８人

計 １４４人 １２３人 ６７人
※ 各年度内で実施した利用者であり、必ずしも年度内に地域移行していない者も含
まれる。
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１ 自立支援のための取組 １ 自立支援のための取組 Ａ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ
（移行先の確保、移行者に対する地域生活 4.11 4.25 4.71 3.85 3.66 4.12
の定着支援）

ウ 厚生労働省、関係地方自治体、 【移行先の確保】
事業所等の協力による移行先の ○ 厚生労働省・関係地方自治体、事業所等への協力要請
確保 厚生労働省や関係団体等が開催する全国規模の会議において、各年度ごとに重

点都道府県を設定し、地域移行関係資料を提供し重点的に協力を要請を行った。
エ 移行後の生活について、移行
先の協力により本人、保護者が ○要請を行った会議
安心・信頼できる環境を整備 ・全国心身障害者コロニー連絡協議会（毎年）

・栃木県障害施設・事業協会にて協力要請（平成22年）
・東京都地域生活移行支援セミナーにて協力要請(平成24年)

② 地域移行モデルの情報提供 重点都道府県 対象利用者数 重点対象者数 地域移行者数 移行先決定
これまで蓄積された地域移行の実 ケアホーム 施設 （待機）

績等を踏まえ、他の知的障害関係施 平成２０年度 １都７県 １９１人 １１人 ６人 ４人 ６人
設等に対して、重度かつ高齢の知的 平成２１年度 １府６県 ５０人 ９人 ３人 ５人 ５人
障害者の地域移行に向けた支援モデ 平成２２年度 １都１道６県１市 １６２人 １７人 ４人 ０人 ９人
ルの情報提供を行う。 平成２３年度 １都４県１市 １４２人 １９人 ４人 ４人 １人

平成２４年度 １都３県 １１５人 １９人 １人 １人 ２人
計 ７５人 １８人 １４人 ２３人

○ 地域移行を予定している施設利用者の出身都道府県、市区町村に対して、随時
・個別に地域移行に向けた具体的な調整を行った。

＜個別の依頼状況＞
都道府県 区市町村

平成２０年度 １都１府１７県 ２区３４市６町
平成２１年度 １都１道１５県 ６区７４市１４町１村
平成２２年度 １都１道１０県 ７区３２市３町２村
平成２３年度 ３県 ６区３０市３町１村
平成２４年度 １都１県 18区121市21町1村

○ 国立のぞみの園ケアホームの運営
・平成２０年度
平成２０年４月、ケアホーム「やちよ」、２１年２月にケアホーム「さくら」を
高崎市内に開設した。従来のケアホーム「おおいし」と合わせて３か所のケアホ
ームを運営し、新たに群馬県出身者５人、県外出身者であるが身元引き受け者が
いない者２人の地域生活移行の受け皿となった。

・平成２１年度
入居者の高齢化及び身体機能低下等から、従来のケアホーム「おおいし」から

新たにバリアフリー対応型のケアホーム「おおいし」を移転し、定員５から定員
７とし、新たに群馬県出身者２人の地域移行の受け皿となった。

・平成２２年度
「おおいし」について、定員を７人から８人とし、新たに群馬県出身者１人の地
域移行の受け皿を確保した。

・平成２３年度
前年度に引き続き事業を実施した。

・平成２４年度
従来のケアホーム「やちよ」から、バリアフリー対応型の新規ケアホーム（高

齢・重度対応型）「いしはら」（定員８人）を開設し、新たに群馬県出身者の地域
移行の受け皿とした。
さらに、新規ケアホーム（自閉症対応型）「やちよ」（定員５人）を開設した。
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【移行者に対する地域生活の定着支援】
移行後の生活について、移行先の協力により本人、保護者が安心・信頼できる環境

を整備する。

○ 移行前の健康診断の実施
移行前の健康診断を診療所において実施した。併せて、移行先においても継続

した医療支援が必要な場合に備えて、すべての移行者に診療情報提供書を交付し
た。これについては、利用者の高齢化により、医療情報が安心した地域での生活
に不可欠であることから、地域移行３ヶ月前からのカンファレンスの段階から準
備し、的確に支援が引き継げるよう取り組んだ。

○ 地域移行者のフォローアップ
地域移行者のフォローアップとして、地域移行した者全てを対象として、①移

行先事業所等へ訪問し、本人と面接、②電話等の連絡により、生活の状況を確認
した。

＜フォローアップの状況＞
地域移行した者（退所者数） １１６人
移行自治体数（都道府県） ３２都道府県
男女別 男性６７ 女性４９
※フォローアップ対象者は、平成２３年度末の地域移行者１５０人のうち、平成２３
年度までに死亡した８人、のぞみの園運営ケアホーム入居者２３人、再入所１人、平
成２５年３月３１日退所した２人を除く、１１６人とする。

＜フォローアップの方法と回数の状況＞
本人来所 訪問 手紙 電話

平成２０年度 ８ ４５ １４ ５００
平成２１年度 １０ ７８ ７ ５９７
平成２２年度 ０ １１６ １ ７４７
平成２３年度 ３４ １１６ １ ６７６
平成２４年度 ２７ １００ ４８ ６４１

○ 移行についてのアンケート
フォローアップ訪問時に、今後の地域移行を進めるための参考とするため、移

行先事業所等と本人を対象としたアンケート調査を実施した。

＜アンケートの実施状況＞
・平成２０年度 １３事業所 対象利用者 １３人
・平成２１年度 １９事業所 対象利用者 ３３人
・平成２２年度 ３１事業所 対象利用者 ３４人
・平成２３年度 ２４事業所 対象利用者 ３１人
・平成２４年度 １２事業所 対象利用者 １７人

【地域移行モデルの情報提供】
・平成２０年度
地域移行者の状態像の分析を行い、今後の地域移行に向けた指標作りをするととも

に、他施設の地域移行のプロセスを把握し、地域移行に向けた支援方法の３類型（①
本人、②保護者、③移行先行政、事業所）を作成し、法人内研究「重度・高齢の知的
障害者に対する地域移行のプロセスの確立に関する調査・研究」として取りまとめた。
また、第２期中期目標期間に入り、これまでの地域移行の取組全般を体系的に整理す
るとともに、特徴的な地域移行の事例を分析し、経過と留意点等を取りまとめた報告
書「地域移行の軌跡」を作成し、全国の知的障害関係施設の取組の参考となるよう広
く配布した。
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・平成２１年度
入所施設から地域生活へ移行するプロセスとして、地域移行支援プロセスを重視し、
地域移行のプロセスをより一般化するために同様の支援に取り組んでいる民間事業
者に聞き取り調査を行い、研究報告書としてまとめた。

・平成２２年度
平成２３年３月、本人及び保護者に対する同意を得る取組や、行政・事業所等との
調整及び、事例を取りまとめた重度・高齢知的障害者の地域移行プロセスへの支援
指針「地域移行を推進するための職員ハンドブック」を作成した。

・平成２３年度
「地域移行を推進するための職員ハンドブック」を全国の関係自治体･事業所等に１
１４７冊頒布（うち、有償頒布３１９冊）した。

・平成２４年度
「地域移行を推進するための職員ハンドブック」を全国の関係自治体･事業所等に１
２１冊頒布（うち、有償頒布１２１冊）した。

（行動障害等を有するなど著しく支援が困 Ｓ Ａ Ｓ Ａ Ａ Ａ
難な者に対する支援） 4.55 4.25 4.57 4.14 4.33 4.37

（２）重度知的障害者に対する自立のた （２）行動障害等を有するなど著しく支 【行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者に対する支援】
めの先導的かつ総合的な支援を行う 援が困難な者に対する支援 ○ 自閉症及び行動障害等を有する者に対して、福祉と医療の連携による効果的な
ことにより、サービスモデル等を構 行動障害等を有するなど著しく支 サービスの提供を行った。
築し、他の知的障害関係施設等への 援が困難な者の自立した生活が可能 ・平成２１年度 特別支援寮１か寮増設
普及に取り組むこと。 となるようなサービスモデル等を構

築するとともに、他の知的障害関係 ○ 平成２０年度、２１年度、２２年度に自閉症及び行動障害等に関して高い知見
施設等に対して情報提供を行う。 と経験を有する自立支援の専門家を招聘し、特別支援グループを中心に支援技術

の指導・助言を受け自閉症や行動障害への適切な支援が提供できるように支援者
の育成を図った。
・平成２０年度 自閉症講座 １０回開催
・平成２１年度 自閉症支援者育成プロジェクトチームの設置
・平成２２年度 自閉症支援者育成プロジェクトチームⅡの設置

○ 新規受入
自閉症及び行動障害等を有するなど著しく支援が困難な者、精神科病院に社会

的入院している者等の受け入れを行った。
・平成２１年度 １人
・平成２３年度 ２人
・平成２４年度 １人

【高齢知的障害者への自立支援】

○ 入所利用者の高齢化に対応した生活環境や身体状況に相応した日中活動や自立
に向けた効果的な支援方法について検討を行い、効果的なサービスの提供を行っ
た。
・平成２１年度 高齢者支援寮１か寮増設

○ 平成２１年度、２２年度、２３年度に高齢者支援に関して高い知見と経験を有
する専門家を招聘し、高齢者支援グループを中心に支援者の姿勢及び環境、支援
技術等に関しての指導・助言を受け適切な支援が提供できる支援者の専門性の向
上に努めた。
・平成２２年度 高齢者支援セミナー ５回開催
・平成２３年度 高齢者支援事例検討プロジェクトチームの設置
・平成２４年度 高齢者支援事例検討プロジェクトチームの継続設置

○ 平成２２年度「厚生労働省独立行政法人･公益法人等整理合理化委員会」報告書
への厚生労働省の対応策を受け、外部有識者を招聘して「高齢知的障害者支援の
在り方検討委員会」を設置し、のぞみの園の支援の点検と今後の支援の方向性に
ついて検討を行い、平成２４年３月２７日付で厚生労働省に報告を行った。
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【有期限・有目的での入所支援】
○ 平成２０年度より福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者（罪
を犯した知的障害者）の受け入れを開始した。
また、平成２１年度には、行動障害等により精神科病院に社会的入院となって

いる知的障害者の受け入れを開始し、平成２３年度からは、行動障害等を有する
など著しく支援が困難な知的障害者について受け入れた。
平成２０年度
・矯正施設等を退所した知的障害者 ２人受入
平成２１年度
・矯正施設等を退所した知的障害者 ３人受入 ３人退所
・精神科病院に社会的入院となっている知的障害者 １人受入
平成２２年度
・矯正施設等を退所した知的障害者 ４人受入 ２人退所
平成２３年度
・矯正施設等を退所した知的障害者 １人受入 ３人退所
・精神科病院に社会的入院となっている知的障害者 １人受入
・著しく支援が困難な知的障害者 １人受入
平成２４年度
・矯正施設等を退所した知的障害者 ６人受入 ５人退所
・精神科病院に社会的入院となっている知的障害者 １人受入 １人退所

【福祉の支援を必要する矯正施設等を退所した知的障害者の支援】

○ 担当職員の養成と研修
法人内での事業の意義と基本的知識を全職員と共有するための研修会を開催す

るとともに、刑務所等での知的障害者の状況を調査するため、矯正施設や先駆的
受入実践を行っている施設等の視察を行った。

平成２０年度
・「社会生活支援センター準備室」を設置し、１１人の職員を他の業務との兼務
で配置した。
スタッフ会議１８回
企画会議 ２０回
施設等視察 ５か所

平成２１年度
・新たに地域支援部支援調査係を設け、「社会生活支援センター準備室」職員が、
矯正施設等関係機関、関係団体との連絡調整を行った。
スタッフ会議１３回
企画会議 １７回
研修会参加 ５回
施設等視察 ５か所

平成２２年度
・「矯正施設等を退所した知的障害者支援プロジェクトチーム」を設置し、９人
の職員を他の業務との兼務で配置した。併せて犯罪に関わった知的障害者への
支援経験を有する専門家を参事（社会生活担当）として委嘱し、同参事の指導
の下、同プロジェクトチームの支援技術向上のための研究・検討を行った。

また、法人職員及び外部職員を対象として、効果的な支援を行うために必
要な知識技術取得のため、参事を講師とする連続オープンセミナーを開催し
た。
スタッフ会議 １２回
研究会議 １１回
支援会議 １２回
研修会参加 ３回
施設等視察 ５か所
オープンセミナー １１回（延べ４２３人参加）
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平成２３年度
・「矯正施設等を退所した知的障害者支援プロジェクトチーム」（定員９人）
を設置し、プロジェクト会議を開催した。また継続して、犯罪に関わった
知的障害者への支援経験を有する専門家を委嘱し、同参事の指導の下、支

援技術等の向上のための研究・検討を行った。
スタッフ会議 １２回
プロジェクト会議 ６回
研修会参加 ６回
施設等視察 ２か所

平成２４年度
・矯正施設等を退所した知的障害者の支援において、さらに質の高い支援技
術等の向上を図るため、地域生活定着支援センターや福祉施設等で実績のあ
る専門家を参与として招聘し、加えて犯罪に関わった知的障害者の支援経験
を有する専門家を参事として委嘱し、支援技術等の向上のため、研究・検討
を行った。

スタッフ会議 １２回
支援会議 ７回
研修会参加 ３回
施設等視察 ３回

○ 受入と支援の実践
矯正施設等を退所した知的障害者の受入については、地域定着支援センターの

依頼に基づき、矯正施設等（刑務所・少年院等）へ出向き、本人に対する面接・
調査を行い、退所後の帰住先が無く、所持金もわずかな状況で再犯に結びつく危
険性があると思われ、今後福祉の支援に繋げることにより地域での生活が可能で
あると判断された者について受入対象者とした。

平成２０年度
・対象者２人の受入を行い、「社会生活支援センター準備室」の職員が支援に関わ
りながら、生活寮から職員宿舎、地域生活体験ホームへと地域生活の自立に向け
て段階的な支援を実施した。

平成２１年度
・対象者３人の受入を行い、生活寮を当面の生活の場として提供するとともに所
得保障を確保し、新たに設けられた支援調査係を中心に「社会生活支援センター
準備室」職員が、地域生活への段階的移行を目指して支援を行った。

平成２２年度
・対象者４人の受入を行い、平成２３年１月から、地域生活に向けての専門的な
支援を提供するため、「自活訓練ホーム（定員７人）」を試行的に開設し、施設内
の生活の場を段階的に設定し、地域生活移行への準備を行った。

平成２３年度
・対象者１人の受入を行い、平成２３年４月より自活訓練ホームの本格実施に向
け、当事業を所管する「社会生活支援課」を新設し、利用者の自立に向けての専
門的な支援・運営を行った。

平成２４年度
・対象者６人の受入を行い、地域生活に向けての専門的な支援を提供するため、「自
活訓練ホーム」において、生活の場を段階的に設定し、地域生活移行への準備を
行った。また、初めて受入れを行った女子利用者１人については、生活寮を当面
の生活寮を当面の生活の場として提供するとともに、社会生活支援課自活訓練ホ
ーム職員が生活寮のバックアップに回ることにより、地域生活への段階的移行を
目指してきめの細かい支援を行った。

※ 支援に当たっては基本方針となる「基本方針（職員向け）」「ガイドブック（利
用者向け）」を作成・精査し支援方法の確立を目指した。
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〈支援実績〉
（性別) 障害 罪名 出身地 退所矯正施設 入所期間 移行後の生活

程度区分 場所 生活の場 就労等
Ａ（男） 非該当 性犯罪 県外 県外少年院 10ｶ月 県外 通勤寮 一般就労
※
Ｂ（男 非該当 窃盗 県外 県外刑務所 11ｶ月 県内 アパート 一般就労
※ →２ （累犯）
Ｃ（男） ４ 窃盗 県内 県内刑務所 23ｶ月 県内 通勤寮 作業所
※ （累犯）
Ｄ（男） ２ 窃盗 県外 県内刑務所 7ｶ月 県外 Ｃ・Ｈ 就労継続Ｂ
※ （累犯）
Ｅ（男） ３ 窃盗 県外 県内刑務所 11ｶ月 県外 Ｃ・Ｈ 就労継続Ｂ
※ （累犯）
Ｆ（男） ５ 窃盗 県内 県外刑務所 25ｶ月 県内 入所施設 就労継続Ｂ
※ (累犯)
Ｇ（男） ２ 窃盗 県外 県内刑務所 7ｶ月 県外 在宅 無職
※ (累犯)
Ｈ（男） ２ 窃盗 県内 県内刑務所 9ｶ月 県内 Ｃ・Ｈ 一般就労
※ (累犯)
Ｉ（男） ２ 窃盗 県外 県外少年院 13ｶ月 県外 Ｃ・Ｈ 就労継続Ｂ
※
Ｊ（男） ３ 傷害 県内 県外少年院

K（男） ５ 虞犯 県外 県外少年院

L（男） ３ 放火 県内 県内刑務所 5ｶ月 県内 通勤寮 就労継続Ｂ
※
M（男） ２ 窃盗 県外 県外刑務所 4ｶ月 県外 Ｇ・Ｈ 一般就労
※
N（男） ４ 窃盗 県外 県外少年院 8ｶ月 県外 Ｃ・Ｈ 就労継続Ｂ
※
O（男） ４ 恐喝 県外 県外刑務所 3ｶ月 県外 自己都合で契約解除
※
P（女） ２ 器物破損 県内 県外刑務所

※は退所者

【矯正施設を退所した後の受け皿となる福祉施設等における効果的な支援プログラム
の開発等の検討】

○ 平成２１年度
・厚生労働省の補助を受け実施した研究事業（障害保健福祉事業）として先駆的受
け入れ事業所、関係団体等から委員として、法務省、厚生労働省がオブザーバー
として参加する研究検討委員会を開催し、矯正施設を退所した後に受け入れ福祉
施設等での支援プログラム開発を行い、報告書をとりまとめた。

○ 平成２２年度
・前年同様の研究検討委員会を開催し、「研修プログラム」開発を行い、報告書をと
りまとめた。

○ 平成２３年度
・平成２２年度開発した「研修プログラム」を基にした障害福祉施設職員を対象と
した研修会「福祉のサービスを必要とする矯正施設を退所した知的障害者等の地
域生活支援を行う施設職員（指導的立場）」を開催した。さらに、法務・福祉関係
者間の共通の課題として認識を高めるとともに、地域生活の重要性の共有化、並
びに支援技術の向上と連携のあり方を探るためのセミナーを開催した。

○ 平成２４年度
・２３年度同様、障害福祉施設職員を対象とした研修会「福祉のサービスを必要と
とする矯正施設を退所した知的障害者等の地域生活支援を行う施設職員」を関東
地区１回・関西地区２回の計３回開催した。さらに、法務・福祉関係者間の共通
の課題として認識を高めるとともに、地域生活の重要性の共有化、並びに支援技
術の向上と連携のあり方を探るためのセミナーを開催した。
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２ 調査・研究 ２ 調査・研究 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ
（調査・研究の実施） 3.44 4.00 3.71 4.00 4.66 3.96

（１）重度知的障害者の地域移行、行動 （１）調査・研究のテーマ等の設定 【調査・研究のテーマ】
障害等を有するなど著しく支援が困 調査・研究のテーマ等の設定に当 ○ 知的障害者の地域移行や行動障害等を有する著しく支援が困難な者への支援方
難な者の支援方法等について、各年 たっては、重度知的障害者の地域移 法、健康管理と医療福祉との連携とに関する調査・研究テーマを計画・実施した。
度において具体的なテーマ等を設定 行プロセスの確立に関すること、行 年度毎の、主な研究テーマの件数ならびに厚生労働省からの受託研究の数は以
し調 査・研究を行うこと。 動障害等を有するなど著しく支援が 下の通りである。
なお、テーマ等の設定に当たって 困難な者の支援方法等に関するこ ・平成２０年度 ６件（うち障害者保健福祉推進事業２件）

は、障害福祉施策の動向や社会的ニ と、及び知的障害者の健康管理、医 ・平成２１年度 ６件（うち障害者保健福祉推進事業２件）
ーズを踏まえ、障害福祉施策の推進 療と福祉の連携に関すること等、障 ・平成２２年度 １２件（うち障害者総合福祉推進事業２件）
に資するものであって、かつ、その 害福祉施策の動向や社会的ニーズを ・平成２３年度 １２件（うち地域福祉推進事業１件）
成果が知的障害関係施設等で活用さ 踏まえ、障害福祉施策の推進に資す ・平成２４年度 １３件（うち厚労科学研究1件、障害者総合福祉推進事業１件、
れるなど実効性のあるものとなるよ るものとなるようにし、その成果が 地域福祉推進事業１件）
う努めること。 知的障害関係施設等で活用されるな
また、調査・研究の内容に応じて、 ど実効性のあるものとなるように、 ○ 高齢知的障害者の医療福祉等に関する研究も継続的に行なってきており、平成

関係機関等と連携・協力により実施 各年度ごとに厚生労働省の意見等を ２４年度より３年に渡り、全国の実態調査を元に包括的な支援マニュアルを作成
すること。 踏まえて設定する。 する研究を行なっていく（厚生労働科学研究）。

（２）調査・研究の実施体制等 【調査・研究の実施体制】
① 方針・内容の協議 ３人の有識者と内部委員２人で構成されるのぞみの園研究会議を年間２回開催し、

各年度において行う調査・研究の 各年度の研究計画及び調査・研究結果の概要説明に対する指導・助言を受けた。なお、
基本的な方針や具体的な内容につい 平成２２年度より外部委員を１名加え、合計６人の委員体制とした。
て、外部の有識者等から構成する「国
立のぞみの園研究会議」において協 ○のぞみの園研究会議の開催回数
議を行う。 平成２０年度 ２回

平成２１年度 ２回
平成２２年度 １回
平成２３年度 ２回
平成２４年度 ２回
※ 平成２２年度、第２回のぞみの園研究会議は、東日本大震災の影響により急
遽中止となった。

② 業務の計画的・効率的な実施 【業務の計画的・効率的な実施】
調査・研究業務について、計画的 国立のぞみの園研究会議の決定事項を踏まえ、年間４回の調査・研究調整会議を開

かつ効率的に進めるため、国立のぞ 催し、各研究の進捗状況を管理、関係部所間との連携・調整、調査・研究の成果の検
みの園研究会議の下に「調査・研究 証を行った。
調整会議」を引き続き設置し、具体
的な実施体制の検討や関係各部所と ○調査・研究調整会議の開催回数
の連携・調整、進捗状況の把握並び ・平成２０年度 ４回
に調査・研究の成果の検証等を行 ・平成２１年度 ４回
う。 ・平成２２年度 ４回

・平成２３年度 ４回
・平成２４年度 ４回

③ 外部の研究者等との連携・協力 【外部研究者等の連携・協力】
調査・研究の内容に応じて、外部 計画された研究テーマの内容に応じ、外部の研究者や関係機関等と連携・協力を得

の研究者・関係機関等と連携・協力 た研究検討委員会を設置した。また、研究検討委員会には厚生労働省、法務省よりオ
して実施することが効果的な場合に ブザーバーが参加した。
は、適切な連携・協力体制の確保に ○外部の研究協力者数
努めることとする。 ・平成２０年度 ３３人

・平成２１年度 ７人
・平成２２年度 １５人
・平成２３年度 １８人
・平成２４年度 ２８人
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２ 調査・研究 ２ 調査・研究 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
（成果の積極的な普及・活用）（インター 3.55 3.75 3.85 3.57 4.00 3.74
ネット等）

（２）成果の積極的な普及・活用 （３）成果の積極的な普及・活用 ○ 調査・研究の成果は、国立のぞみの園紀要として取り纏め、全国の関係団体や研
調査・研究の成果について、以下 調査・研究の成果について、以下 究機関に配布している（600部発行）。紀要に掲載した研究数は以下の通り。また、

により積極的な情報発信を行うこと により積極的な情報発信を行うこと 紀要の内容は、全文のぞみの園のホームページに掲載している。
により、知的障害関係施設等におけ により、知的障害関係施設等への普 ・紀要の研究数
る普及・活用を図ること。 及・活用を図る。 平成２０年度 ７件

平成２１年度 ９件
平成２２年度 １２件
平成２３年度 １２件
平成２４年度 １３件

① 広報媒体を活用した情報発信 ① 広報媒体の活用 【広報媒体の活用】
調査・研究の成果について、ニュ 研究紀要を年間１回以上発行する 調査・研究の成果を、全国の知的障害関係施設等で活用できるよう、読みやすいも

ースレターや法人ホームページ等の ほか、ニュースレターや法人のホー のとして全国の関係機関に頒布している。
広報媒体を一層活用して、情報発信 ムページに分かりやすく掲載するな ・ニュースレター（年間４回、3,600部発行：すべての内容をホームページに掲載）
に努めること。 ど、情報発信に努める。 ・その他刊行物

また、関係学会や関係団体等の協 「摂食・嚥下の基礎知識」（1,000部発行）
力を得て学会誌、機関誌への掲載を 「地域移行を推進するための職員ハンドブック」（2,500部発行）
図る。 「矯正施設を退所した知的障害者が地域で自立した生活をおくるために」（全５冊：

各500部）
「あきらめない支援：行動問題をかかえる利用者に対する入所施設における実践事
例集」（1,800部）
「福祉の支援を必要とする矯正施設を退所した知的障害者等の地域生活支援に向け
て」（1,100部）

「５０歳からの支援：認知症になった知的障害者」（1,500部）
「行動援護サービス提供責任者ガイドブック」（200部）
「身近な場所で支えてみませんか？ 地域でショートステイを推進するために」
（4,500部）

② 講演会等の開催 ② 研修会、講演会等における発表 【研修会、講演会等における発表】
知的障害関係業務に従事する職員 国立のぞみの園が主催する研修会 調査・研究の成果を学会誌や知的障害者福祉関係の機関誌に投稿し、掲載を図った。

等を対象とした講演会等を開催し、 等において、調査・研究の成果を発 これまでに掲載されたものは、「社会福祉学１件」「厚生の指標１件」「発達障害研究２
主要な調査・研究の成果の紹介を行 表する機会を設ける。 件」「さぽーと３件」である。また、日本社会福祉学会や日本発達障害学会等の学会等
うこと。 また、関係団体等の講演会、研究 において調査・研究の成果を発表した。

会等において、出席の機会を活用し ・学会等における発表件数
③ 各種研究会等を活用した普及 て、調査・研究の成果を紹介するな 平成２０年度 ９件

全国的な各種研究会、学会等への どの普及に努める。 平成２１年度 ７件
出席の機会を捉えて、調査・研究成 平成２２年度 １４件
果の紹介・普及に努めること。 平成２３年度 ９件

平成２４年度 １０件

「重度あるいは行動障害のある知的障害者の在宅生活を支える仕組みに関する研究
（行動援護を中心に）」の成果として、「行動援護従業者養成研修」「行動援護従業者養
成研修・パワーアップ研修会」ならびに「行動援護サービス提供責任者研修」のプロ
グラムを開発し、研修会を毎年実施した。また、「矯正施設等を退所した福祉の支援を
必要とする知的障害者等に関する研究」の成果として、平成23年度より「福祉のサー
ビスを必要とする罪を犯した知的障害者等の地域生活支援を行う施設職員等研修会」
プログラムを開発し、研修会を実施した。
また、研究に関係する内容について、関係団体等の講演会・研究会に出席し、講演

を行った。
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３ 養成・研修 ３ 養成・研修 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｓ Ａ
（養成・研修、ボランティアの養成） 3.88 4.00 4.00 3.85 4.66 4.08

次代の福祉の担い手を養成するため 次代の福祉の担い手を養成するため
の効果的なプログラムを策定し、全国 の効果的なプログラムを策定し、全国
の知的障害関係施設職員等を対象とし の知的障害関係施設職員等を対象とし
た養成・研修を行うとともに、ボラン た養成・研修を行うとともに、ボラン
ティアを希望する者には、実践の機会 ティアを希望する者には、実践の機会
を提供すること。 を提供する。
また、養成・研修の成果等が知的障 なお、養成・研修の成果等が、知的

害関係施設等で活用されるなど、実効 障害関係施設等で活用されるなど実効
性のあるものとなるように内容等を具 性のあるものとなるように、具体的な
体的に設定するとともに、成果等を発 内容、達成すべき目標等について、各
表する機会を設けること。 年度ごとに厚生労働省の意見等を踏ま

えて設定する。

（１）養成・研修 【研修会等の開催】
国の政策課題や知的障害者に対す 国の政策課題となっているテーマや全国の知的障害者関係施設、事業所において関

る支援技術に関すること等をテーマ 心の高いテーマを取り上げ、次の研修会及びセミナーを開催した。
に設定して研修会等を開催する。 また、平成２２年度からは、研修会等の開催に伴い参加者より「満足度」について
また、国立のぞみの園のフィール アンケート調査を実施した。各研修会等での満足度の平均は、２２年度は９３％。平

ドを活用した大学・専門学校の学生 成２３年度は９７％。平成２４年度は９４％であった。
等の実習生の受入れについては、実
習の目的に沿った実習プログラムを 〔行動援護従事者養成研修中央セミナー〕
作成することとし、計画的かつ効果 平成２０年度 ５回(コース) 参加者３５１人
的な実習を提供する。
なお、こうした研修会等の場にお

いて、調査・研究の成果等を発表す 平成２１年度 ４回(コース) 参加者４３８人
る機会を確保するよう、養成・研修 ※インストラクターパワーアップ研修会１回実施を含む
プログラムを工夫する。 平成２２年度 ２回(コース) 参加者１３４人 満足度 ９０％

平成２３年度 １回(コース) 参加者 ５８人 満足度 ９３％
※スーパーバイザー研修として実施。

平成２４年度 ２回 参加者 ９４人 満足度 ９２％
※１回はスーパーバイザー研修として実施。
他の１回は、福祉と教育の連携について実施。

〔福祉セミナー〕
・罪を犯した知的障害者への支援に関するセミナー等
平成２０年度 １回 参加者２９６人
平成２１年度 １回 参加者２９９人
平成２２年度 １回 参加者２５８人 満足度 ８８％
平成２３年度 ２回 参加者３４５人 満足度 ９５％

※内、１回は指導的立場研修として実施。
平成２４年度 ４回 参加者４１０人 満足度 ９５％

※内、研修会については２回実施予定であったが、応募者多数
のため１回追加実施。

・発達障害児(者)に関するセミナー
平成２０年度 １回 参加者１００人
平成２１年度 １回 参加者２１２人
平成２２年度 １回 参加者３３９人 満足度 ９５％
平成２３年度 １回 参加者３１４人 満足度 ９８％
平成２４年度 １回 参加者３０８人 満足度 ８９％

〔障害医療セミナー〕
平成２０年度
「知的障害者支援に携わる職員のメンタルヘルスケア」 参加者 １１０人
「腰痛症」 参加者 ９１人
平成２１年度
「発達障害の理解と支援」 参加者 １９５人
「認知症の理解と支援」 参加者 １２５人
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平成２２年度
「医療・福祉職員のメンタルヘルス～こころのバリアフリーを目指して」

参加者１３５人 満足度９５％
「高齢者、知的障害者における摂食・嚥下リハビリテーション」

参加者１０２人 満足度９７％
平成２３年度
「高齢者、知的障害者における摂食・嚥下リハビリテーション」

参加者７３人 満足度１００％
平成２４年度
「知的障害者に対する摂食・嚥下障害への対応とコツ」

参加者１１２人 満足度９７％

〔群馬県からの委託による研修事業等〕
・群馬県知的障害者（児）ホームヘルパー養成基礎研修実施事業

平成２０年度 ２回 参加者８０人
平成２１年度 ２回 参加者７９人
平成２２年度 ２回 参加者８２人 満足度 ９３％
平成２３年度 ２回 参加者８６人 満足度 ９８％
平成２４年度 ２回 参加者５５人 満足度 ９５％

・群馬県行動援護従業者養成研修実施事業
平成２０年度 １回 参加者３８人
平成２１年度 １回 参加者３０人
平成２２年度 １回 参加者２０人 満足度 ９５％
平成２３年度 １回 参加者２７人 満足度１００％
平成２４年度 １回 参加者１９人 満足度 ９４％

【実習の受入】
〔実習プログラムの開発〕
平成２０年度に、実習施設である当施設と教育機関である日本社会事業大学の共同

研究により、新カリキュラムで求められる実習内容を盛り込んだ「相談援助実習プロ
グラム・マニュアル」を試作した。
平成２１年度は、養成学校等と連携・協力して、実習前、中、後の設問ごとの評価

の時系列比較を実施するなどし、実習プログラムを検証した。
平成２２年度には、教育機関・学生・当法人の三者で協力し、アンケート調査によ

る効果測定を行い実習プログラムの検証を行った。
平成２３年度は、相談援助実習プログラムに基づき、社会福祉士及び介護福祉士の

養成に取組んだ。また、実習のしおりの改訂を行った。
平成２０年度から、５年間で１２２人（２０年度１３人、２１年度２５人、２２年

度３０人、２３年度２６人、２４年度２８人）の相談援助実習生を受入れた。
また、平成２１年度からは、養成校で開催された実習報告会や実習説明会において、

さらに、のぞみの園主催の実習懇談会において「国立のぞみの園相談援助実習計画書」
の説明を行った。

〔実習の受入〕
<各種養成機関の実習受入れ>
相談援助実習、保育実習、専門学校臨地実習、訪問介護員養成、群馬県受託養成

研修、教員養成課程、医学生早期体験等

○平成２０年度
・学校等数 ５２か所
・人数 ３９７人
・延べ日数 ２，７０９日

○平成２１年度
・学校等数 ５２か所
・人数 ５０３人
・延べ日数 ２，９２６日

○平成２２年度
・学校等数 ５４か所
・人数 ４６０人
・延べ日数 ２，７３３日
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○平成２３年度
・学校等数 ６６か所
・人数 ４４５人
・延べ日数 ２，８７４日

○平成２４年度
・学校等数 ６２か所
・人数 ４２３人
・延べ日数 ２８２１日

<１日実習の受入>
秩父学園付属保護指導職員養成所、群馬県警察学校、大学、専門学校、高等学校
、介護労働センター等
○平成２０年度 ５２５人
○平成２１年度 ４０２人
○平成２２年度 ５０２人
○平成２３年度 ３０５人
○平成２４年度 ３３３人

（２）ボランティアの養成 【ボランティアの養成】
国立のぞみの園のフィールドを活 平成２０年度に当施設のフィールドを活かした多様なボランティアメニューの再編

用して、ボランティアを実践する機 成に向けた検討を行い、平成２１年３月に整備してホームページで公表した。
会を積極的に提供するとともに、多 ボランティアの積極的な受入や養成を行うため、平成２０年８月に関係団体等に対
様なニーズに対応したメニューを用 して、施設紹介ビデオを配布するとともに、ボランティアの参加を促すパンフレット
意する。 をリニューアルしホームページに掲載するなど、積極的にボランティア募集を行った。

また、ニュースレターにおいても施設紹介ビデオを紹介し、ボランティア参加を呼
びかけた。
平成１６年度より、「高校生ボランティア講座」を開催し、高崎市内外の高等学校の

生徒を受入れ、利用者との交流、福祉機器の体験、作業体験等を通して、障害者支援
について理解を深め、次世代の養成を図っている。
また、平成２３年度からは、「大学生等のためのボランティア講座」を開催している。

<ボランティアの受入状況>
○平成２０年度 ９７８人
○平成２１年度 ６９４人
○平成２２年度 １,０９３人
○平成２３年度 １,０７４人
○平成２４年度 １,０２６人

<高校生ボランティア講座>
○平成２０年度 １校 １２人
○平成２１年度 ５校 ３０人
○平成２２年度 ２校 ２５人
○平成２３年度 ３校 ３４人
○平成２４年度 ３校 ４３人

<大学生等のためのボランティア講座>
○平成２３年度 ３校 ２６人
○平成２４年度 ２校 ２７人
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４ 援助・助言 ４ 援助・助言 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
3.00 3.75 3.71 3.71 4.00 3.63

重度知的障害者の地域移行、障害者 援助・助言の業務について、地方自 【援助・助言の利用拡大】
自立支援法に基づくサービスの支援技 治体等に周知することにより利用拡大 国立のぞみの園の業務や、援助・助言の内容、利用方法について、ニュースレター
術等、国立のぞみの園における専門的 を図るとともに、国立のぞみの園にお に掲載し、広く紹介した。さらに、援助･助言の内容や、利用方法をＰＲしたリーフレ
・先駆的な取り組みや調査・研究の成 ける地域移行の取組や障害者自立支援 ットを作成し、ニュースレターに同封し、関係機関をはじめ、障害者支援施設等へ配
果等に基づき、知的障害関係施設等の 法に基づくサービスの実践、調査・研 布するとともに、ホームページへの掲載、見学者や当法人の研修会及び他の法人の研
求めに応じて援助・助言を行うことに 究の成果等を踏まえ、地域移行や様々 修会等においても配布を行う等一層の周知を図った。
より、知的障害関係施設等における自 なサービスの実施方法、支援技術等に これらの広報に務めた結果、障害者支援施設からの業務運営や、支援方法等に係わ
立支援活動に寄与することが可能とな 関すること等について、専門的かつ効 る問い合わせや職員の講師派遣要請等があり、そうした援助･助言の要請に対応した。
るよう、実効性のあるものとすること。 果的な援助・助言を実施する。
また、援助・助言の業務の周知を図 【援助・助言の提供】

り、全国の知的障害関係施設等からの <援助･助言の実施状況>
利用がなされるよう努めること。 ○平成２０年度

・主な相談者
障害者支援施設 ７６件
都道府県 ３件
市町村 ２件
相談機関 ９件
その他 １件

計９１件
・主な援助・助言の内容

制度（自立支援法以外）に関して ２件
自立支援法に関して ４８件
事業運営に関して ６１件
支援の方法に関して １２件
健康・医療に関して ３件
講演・講師派遣に関して ７件
その他 ４件

計１３７件（相談者の複数の要請含む）

○平成２１年度
・主な相談者

障害者支援施設 ８７件
都道府県 ２件
市長村 ７件
相談機関 １３件
その他 ３１件

計１４０件
・主な問い合わせ内容

制度（自立支援法以外）に関して ４件
自立支援法に関して ５０件
事業運営に関して ５０件
支援の方法に関して ２６件
健康・医療に関して １３件
講演・講師派遣に関して ３６件
その他 ５件

計１８４件（相談者の複数の要請含む）

○平成２２年度
・主な相談者

障害者支援施設 ９２件
都道府県 ６件
市町村 ６件
相談機関 ７件
居宅支援事業者 ２件
その他 ６２件

計１７５件
・主な問い合わせ内容

制度（自立支援法以外）に関して ０件
自立支援法に関して １８件
事業運営に関して ８件
支援の方法に関して ７９件
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健康・医療に関して ４件
講演・講師派遣に関して ５４件
地域移行に関して ６件
調査・研究に関して ３件
養成および研修に関して ３件

計１７５件

○平成２３年度
・主な相談者

障害者支援施設 １１３件
都道府県 １件
市町村 ８件
相談機関 ２９件
居宅支援事業者 ２件
その他 ４７件

計２００件
・主な問い合わせ内容

制度（自立支援法以外）に関して １２件
自立支援法に関して ４４件
事業運営に関して １２件
支援の方法に関して ８２件
健康・医療に関して ５件
講演・講師派遣に関して ３１件
地域移行に関して ５件
調査・研究に関して ４件
養成および研修に関して ５件

計２００件
○平成２４年度
・主な相談者

障害者支援施設 １２４件
都道府県 ２件
市町村 １９件
相談機関 ２５件
居宅支援事業者 ０件
教育機関 ５件
その他 ５２件

計２２７件
・主な問い合わせ内容

制度（自立支援法以外）に関して ８件
自立支援法に関して ２４件
事業運営に関して ７件
支援の方法に関して １０６件
健康・医療に関して １４件
講演・講師派遣に関して ５６件
地域移行に関して ５件
調査・研究に関して １件
養成および研修に関して ６件

計２２７件

５ その他の業務 ５ その他の業務 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
3.22 3.62 3.85 4.00 3.83 3.70

前４事項に附帯する各種の業務を行 前４事項に附帯する業務として、主
うこと。 に次の業務を行う。

（１）診療所について、施設利用者の高 【診療所】
齢化等に対応した適切な医療を行う 当診療所は、平成１４年１月に群馬県から有床診療所（１３床）として許可を受け
とともに、地域の知的障害者等に対 ており、当施設の利用者のみならず、地域の知的障害者等をも対象として、診療を行
しても診療を行う。 っている。
また、心理外来等の利用の拡大に なお、保険医療機関としては、平成７年に承認を得ている。

努める。
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※診療実績
＜入院＞ 単位：件

利用者 一般 計
平成２０年度 3,940 ― 3,940
平成２１年度 4,297 ― 4,297
平成２２年度 4,402 ― 4,402
平成２３年度 4,792 145 4,937
平成２４年度 4,343 37 4,380

＜外来＞ 単位：件
利用者 一般 計

平成２０年度 17,759 1,905 19,664
平成２１年度 19,280 2,655 21,935
平成２２年度 20,584 3,299 23,883
平成２３年度 23,800 3,831 27,631
平成２４年度 23,459 5,052 28,511

＜心理外来＞ 単位：件
利用者 一般 計

平成２０年度 455 643 1,098
平成２１年度 460 1,401 1,861
平成２２年度 493 1,727 2,220
平成２３年度 321 1,596 1,917
平成２４年度 414 2,084 2,498
※上記＜外来＞の内数である。

＜診療収入の実績＞
収 入 金 額

平成２０年度 89,146千円
平成２１年度 102,758千円
平成２２年度 120,953千円
平成２３年度 135,182千円
平成２４年度 128,233千円

（２）地域の障害者支援の拠点として、 【相談支援】
中核的な役割を担うとともに、地 平成１８年１１月に群馬県から相談支援事業者の指定を受けるとともに、平成１９

域の障害者等に対する相談や短期入 年度より、高崎市から委託された障害者相談支援センターとして、高崎市自立支援協
所、日中一時支援等の地域生活を支 議会に参加し、地域の障害者サービス全般に関する相談、福祉サービスの情報提供、
援するサービスを実施する。 サービス利用計画の作成、福祉サービス事業者との連絡調整を積極的に行っている。

また、平成２４年１０月からの障害者虐待防止法の施行に伴い、高崎市が設置する
虐待防止センター業務について委託契約を結んだ。

＜相談支援の状況＞
・延べ相談件数
平成２０年度 ５２０６件
平成２１年度 ４３５６件
平成２２年度 ５２０３件
平成２３年度 ５１３３件
平成２４年度 ５５４８件

＜虐待の相談・通報受理の状況＞
・延べ受理件数
平成２４年度 ３０件 通報１５件 相談１３件 届出２件

【短期入所と日中一時支援】
地域の知的障害者の利用希望に応じて、短期入所や日中一時支援を提供した。

○短期入所
・平成２０年度 総利用者数 １１９人 総利用日数 １３６５日
・平成２１年度 総利用者数 １０５人 総利用日数 ７９４日
・平成２２年度 総利用者数 １０６人 総利用日数 ８４９日
・平成２３年度 総利用者数 １２６人 総利用日数 １２６３日
・平成２４年度 総利用者数 １３４人 総利用日数 １１７７日
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○日中一時支援
・平成２０年度 総利用者数 ４１人 総利用日数 ８０日
・平成２１年度 総利用者数 ５４人 総利用日数 ７９日
・平成２２年度 総利用者数 ５９人 総利用日数 １１１日
・平成２３年度 総利用者数 ９４人 総利用日数 １７３日
・平成２４年度 総利用者数 ９９人 総利用日数 １９５日

【就労支援】
地域の知的障害者のための就労支援として、平成２０年１０月に就労移行支援事業

を定員１０人で開始し、平成２２年１０月には就労継続支援事業Ｂ型を定員２０人で
開始した。
就労移行支援では、平成２０年から平成２３年度末までに６人が一般企業等へ就労

し、就労支援継続支援事業Ｂ型では、２人が一般企業へ就労した。
就労移行支援事業に籍をおく利用者は、全員が企業等での実習や職場体験、施設外

作業を行い、就労支援継続支援事業Ｂ型に籍をおく利用者においても一般就労を希望
する利用者には就職相談や会社見学等を積極的に行った。
平成２４年度においては、当法人の就労支援事業の広報活動として、事業パンフレ

ットを作成し、高崎市内の特別支援学校を始め、関係機関１０か所に配布し、周知を
図った。

就労移行支援事業(定員１０人)利用者数 (年度末時)
２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度

利用者数 ６人 ６人 ９人 ９人 ６人
就労した者 ０人 ２人 ２人 ２人 ２人

就労継続支援事業Ｂ型(定員２０人)利用者数 (年度末時)
２２年度 ２３年度 ２４年度

利用者数 ７人 ７人 １７人
就労した者 １人 １人 １人

６ 前５事項で提供するサービスに対す ６ サービス提供等に関する第三者から Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ
る第三者から意見等を聴取する場の確 意見等を聴取する機会の確保 3.11 3.37 3.28 3.14 4.00 3.38
保

適切なサービスの提供と業務運営の 国立のぞみの園の業務運営の向上を
向上を図るため、第三者から意見等を 図るため、第三者から意見等を聴取す
聴取する機会を確保するとともに、第 る機会の確保を図るとともに、福祉サ
三者評価機関による福祉サービスの評 ービスに係る第三者評価機関による定
価を実施すること。 期的な評価を実施する。
また、その評価結果等を公表し、事 また、その評価結果等の公表を図る

業運営への反映に努めること。 とともに、国立のぞみの園の事業運営
に反映させるよう努める。

（１）第三者から意見等を聴取する場の
開催 【第三者から意見等を聴取する場の開催】
総合施設の運営や調査・研究、養 平成２０年９月に、当法人の業務全般に関する第三者の意見等を事業運営に反映さ

成・研修等の業務全般に関する第三 せるため、有識者、行政担当者、地域代表、保護者等から構成される「国立のぞみの
者の意見等を事業運営に反映させる 園運営懇談会」を設置・開催した。
ため、有識者、行政担当者、地域代 毎年度、２～３回開催し、前年度の評価結果、当該年度の事業報告や翌年度の予算
表、保護者等から構成される会合を 案等の当法人の説明に対し、委員から意見等を聴取し、その後の事業運営や事業計画
原則年１回以上開催する。 に適切に反映させた。

なお、議論の要旨・会議資料については、ホームページに掲載し公表した。

○平成２０年度
・第１回（平成２０年９月２９日）

・第１期中期目標期間における事業実績
・２０年度の事業計画 等

・第２回（平成２１年３月１８日）
・２０年度の事業実施報告
・２１年度の事業計画 等
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○平成２１年度
・第１回（平成２１年９月２９日）

・平成２０年度業務実績に関する評価結果
・平成２１年度事業報告

・第２回（平成２２年３月２５日）
・平成２１年度事業報告及び２２年度事業計画
・独立行政法人を取り巻く状況

○平成２２年度
・第１回（平成２２年５月２８日）

・利用者の死亡事故及び再発防止対策の徹底に関する報告
・省内事業仕分けに基づく改革について

・第２回（平成２２年９月３０日）
・平成２１年度業務実績に関する評価結果
・平成２２年度事業報告

・第３回（平成２３年３月１７日）
・東日本大震災の被害状況等の報告
・独立行政法人の見直し関連報告
・平成２３年度予算、組織改正について

○平成２３年度
・第１回（平成２３年９月２９日）

・平成２２年度業務実績に係る評価結果の概要
・平成２３年度事業報告（概要）
・東日本大震災における対応状況 等

・第２回（平成２４年３月２１日）
・独立行政法人の制度及び組織の見直しについて
・平成２３年度事業報告
・平成２４年度予算（案）
・東日本大震災被災施設への支援等について 等

○平成２４年度
・第１回（平成２４年９月２７日）

・厚生労働省独立行政法人評価委員会関係
・新規事業検討状況
・関係法律の成立及び施行等
・（福）友愛会について

・第２回（平成２５年３月２５日）
・第３期中期目標・中期計画（案）について
・新規事業について
・組織再編成について
・平成２５年度予算（案）
・国立のぞみの園１０周年記念事業について 等

（２）第三者評価機関による評価 【第三者評価機関による評価】
第三者評価機関による評価につい 平成２２年３月、適切なサービス提供と業務運営の向上を図るため、平成２１年１

て、概ね３年に１回実施する。 ０月から平成２２年１月までに実施した自己評価(８領域２８７項目)について、平成
２２年２月から３月にかけて第三者機関によるヒヤリングを経た評価を実施した。
結果は、aが２８０項目、bが７項目、cが０項目であり、サービスの質及びサービス

提供システムが客観的に向上しているとの評価を得た。
前回評価を受けた２１年度から３年を経た２４年度において第三者評価機関による

評価を実施した。２４年度自己評価(８領域２８７項目)をもとに関係部所へのヒヤリ
ングを経て評価された結果は、aが２８３項目、bが４項目、cが０項目であり、前回同
様サービスの質及びサービス提供システムが客観的に向上しているとの評価を得た。
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第４ 財務内容の改善に関する事項 第３ 予算（人件費の見積りを含む）、 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
収支計画及び資金計画 3.33 4.12 4.00 4.00 3.83 3.86

通則法第２９条第２項第４号の財務内 １ 予算 【予算】
容の改善に関する事項は、次のとおり 別紙１のとおり ○ 当法人は、国からの運営費交付金と自己収入等で事業を実施しており、総事業
とする。 費は人件費（退職手当を含む）等の一般管理費と知的障害のある利用者を支援す

２ 収支計画 るために必要な事業費で構成されている。
１ 自己収入の増加に努めることによ 別紙２のとおり
り、中期目標期間中において、総事業 ○ 各年度の予算は、中期目標・計画の目標である①「一般管理費及び事業費等の
費（定年退職者に係る退職手当を除 ３ 資金計画 経費（運営費交付金を充当するもの（定年退職者に係る退職手当に相当する経費
く。）に占める自己収入の比率を、４ 別紙３のとおり を除く）について、中期目標期間の最終年度（平成２４年度）の額を、前中期目
０％以上にすること。 標期間の最終年度（平成１９年度）と比べて２３％以上節減すること」と、②「自

己収入の増加に努めることにより、中期目標期間中において、総事業費（定年退
２ 経費の節減を見込んだ予算による業 職者に係る退職手当を除く。）に占める自己収入の比率を、４０％以上にすること」
務運営の実施 を目標として、算定ルールに従って作成した。
「第２ 業務運営の効率化に関する

事項」で定めた事項に配慮した中期計 ○ 当初の計画に比して、地域移行の着実な推進、人件費の縮減等により、所期の
画の予算を作成し、当該予算内で健全 目標を達成するとした予算が作成できた。
な運営を行うこと。 なお、自己収入についても、所期の目標を達成できる見込みである。

【収支計画】
○ 各年度、予算に従って、セグメント毎の収支計画を立てた。

○ 収支計画に従って、事業を執行した。その際の経費は、費用進行基準により支
出した。

○ 各年度における収支の状況を見ると、平成２０年度から平成２３年度までの各
年度とも人件費等の縮減により生じた繰越金を運営費交付金債務として翌年度に
繰り越し収益化を行っている。なお、平成２４年度は第２期中期目標最終年度で
あることから、独法会計基準第８１条第３項の規定に基づき、運営費交付金債務
残高の全額を収益化した。

【資金計画】
○ これまでの期間中、資金不足や偶発的な支出がなく、計画どおりの執行ができ
ている。

第４ 短期借入金の限度額 【短期借入金】

１ 限度額 ○ これまでの期間中、短期借入金は生じていない。
４５０，０００，０００円

２ 想定される理由

（１）運営費交付金の受入れの遅延等に
よる資金の不足に対応するため。

（２）予定外の退職者の発生に伴う退職
手当の支給等、偶発的な出費に対応
するため。

第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供 【重要な財産の譲渡、又は担保に供すること】
しようとするときは、その計画

○ これまでの期間中、該当なし。
なし

第６ 剰余金の使途 【剰余金】

１ 職員の資質の向上のための学会、研
修会等への参加及び外部の関係機関と ○ これまでの期間中、剰余金は生じていない。
の人事交流

２ 施設・設備及び備品の補修、整備並
びに備品の購入
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３ 施設利用者の個別支援計画の適切な
運用や地域における支援体制づくりな
どの地域移行の取組み

４ 退職手当（依願退職等）への充当

第５ その他業務運営に関する重要事項 第７ その他主務省令で定める業務運営 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
に関する事項 3.88 4.12 4.00 3.85 4.00 3.97

通則法第２９条第２項第５号のその １ 人事に関する計画 【人事に関する計画】
他業務運営に関する重要事項は、次の 入所利用者の減少等を踏まえ、業務運営の効率化を図りつつ、入所利用者の高齢化、
とおりとする。 （１）方針 新たな政策課題である福祉の支援を必要とする矯正施設等を退所した知的障害者等の

施設利用者の減少等を踏まえ、業 支援等に対応するなど、人員の適切な配置等を行った。
１ 施設整備や改修等については、適切 務運営の効率化を図りつつ、人員の なお、期末（２４年度末）の常勤職員数を期首（２０年度当初）の８０％とするよ
な支援サービスの確保に留意しつつ、 適切な配置等に努める。 う、計画的に人員の削減を行った。
施設利用の状況、社会経済情勢を踏ま
え、その必要性や経費の水準等につい
て十分に精査すること。 （２）人員に係る指標

期末（２４年度末）の常勤職員数
を期首（２０年度当初）の８０％と
する。

（参考１） （参考１）常勤職員数
職員の数 ○平成２０年度期首（定員）２７９人 → 期末（現員）２５６人
期首の常勤職員数 ２７９名 ○平成２１年度期首（定員）２７０人 → 期末（現員）２４６人

○平成２２年度期首（定員）２６０人 → 期末（現員）２３４人
期末の常勤職員数の見込み ○平成２３年度期首（定員）２４６人 → 期末（現員）２１５人

２２３名 ○平成２４年度期首（定員）２３５人 → 期末（現員）２２３人（※）
※ ２０年度期首（定員）に比して、△５６人（△２０％）

（参考２）
中期目標期間の人件費総額 （参考２）人件費総額
中期目標期間中の人件費総額見込み ○平成２０年度 ２，３３５百万円

１１，５８１百万円 ○平成２１年度 ２，０４８百万円
○平成２２年度 １，９５８百万円
○平成２３年度 １，８０８百万円
○平成２４年度 １，５７７百万円

合計 ９，７２６百万円

第５ その他業務運営に関する重要事項 ２ 施設・設備に関する計画 Ｂ - Ｂ Ａ Ａ Ｂ
3.11 3.14 3.57 3.83 3.41

【施設整備】
施設内の設備の老朽化や消防設備の設置など緊急度が高いものから整備し、入所者

施設・設備 予定額 に関する整備関係を優先させることを基本に整備してきた。
（単位：百 財 源

の内容 万円） ○平成２２年度
空調・給湯設備の改修工事（第Ⅰ期）（平成22年度予算）を行ったが、平成22年度

スプリンク 20年度 第１次補正予算で、空調・給湯設備の改修工事（第Ⅱ期）が認められたため、工
ラー設置工 事全体の見直しを行う必要が生じ、その実施が年度内に完了できなくなったため
事 ９０ 施設整備費 明許繰越の手続きを行った。

補助金
○平成２３年度

スプリンク 20年度施設 空調・給湯設備の改修工事（明許繰越）を行い、利用者の高齢化に伴う空調環境
ラー設置工 整備費補助 を整えると同時に省エネルギー対策として整備を行った。
事及び特定 金（第２次
寮のバリア １０７ 補正） ○平成２４年度
フリー化等 耐震補強工事（平成23年度第３次補正）、法面復旧・雨水対策工事（平成23年度第
改修工事 ４次補正）を行い、建物の地震対策及び台風等による災害対策として整備を行う

とともに、給水設備改修工事等を行い、老朽化した貯水槽の更新、ライフライン
が通っている共同溝の補修及び共同構内の配管・配線の更新をし、老朽化対策及
び利用者の安心・安全の確保対策として整備を行った。
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診療所用自 22年度
家発電機の 施設整備費
設置 補助金

耐震診断調
査費 ２９１

寮舎等空調
・給湯設備
改修工事

寮舎等空調 22年度
・給湯設備 施設整備費
改修等工事 ５５８ 補助金（第1

次補正）

耐震補強 23年度
工事 ６２ 施設整備費

補助金（第3
次補正）

法面復旧 23年度
工事・雨水 １７５ 施設整備費
排水改善 補助金（第4
工事 次補正）

給水設備改 ５６１ 24年度
修工事等 施設整備費

補助金


